
	 

簿	 記	 検	 定	 試	 験	 要	 綱	 
	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 主催	 日本商工会議所	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 鳥栖商工会議所	 

	 
下記により、全国一斉に簿記検定試験を施行します。	 
	 

回	 検 定 施 行 日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 申 込 受 付 期 間	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 合格発表日	 

146	 6月11日	 (日)	 	 4月	 3日(月)	 ～	 5月11日(木)	 
	 2・3級	 	 	 6月19日(月)	 

	 	 	 1級	 	 	 7月31日(月)	 

147	 11月19日	 (日)	 	 9月11日(月)	 ～	 10月19日(木)	 
	 2・3級	 	 11月27日(月)	 

	 	 	 1級	 	 	 1月	 9日(月)	 

148	 	 2月25日	 (日）	 12月18日(月)	 ～	 1月25日(木）	 	 2・3級	 	 	 3月	 5日(月)	 

	 
※第148回検定では、１級の受験は出来ません。	 
	 
	 
	 ①試験時間	 １・３級－午前９時～	 	 	 ２級－午後１時30分～	 	 
	 
	 ②試験会場	 鳥栖商工会議所	 	 （鳥栖市元町	 鳥栖市役所前）	 
	 	 	 	 	 	 	 0942-83-3121	 	 第２駐車場をご利用下さい。	 
	 
	 ③受験資格	 学歴・年令・性別・国籍に制限ありません。	 
	 
	 ④受験料	 	 １級	 
	 	 	 	 	 	 	 ３級	 

	 	 7,710	 円	 	 ２級	 
	 2,800	 円	 

	 	 4,630	 円	 	 	 	 (消費税含む)	 
	 	 
	 	 	 

	 ⑤申込要領	 
	 
	 	 ⅰ所定の申込書に本人が必要事項を記入（本人自筆）し、受験料を添えて申込み	 
	 	 	 下さい。	 
	 	 ⅱ受理した受験申込書及び受験料は、試験中止等の事情のある場合のほかは、	 
	 	 	 お返し致しません。	 
	 
	 	 ⅲ締切後の受付及び受験者の名義変更は致しません。	 
	 

	 ⑥申込場所・受付時間	 

鳥栖商工会議所	 平日	 午前９時～午後５時迄	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 〒	 841-0051	 	 	 鳥栖市元町1380-5	 ☎	 83-3121	 
	 ⑦受験票	 
	 
	 	 申込締切後準備できしだい送付します。試験当日は、これと身分証明書（顔写真の	 
	 	 確認できるもの）を机の左上に提示して下さい。



	 ・試験科目および程度	 
	 
	 

	 	 科	 	 	 目	 	 	 	 	 	 	 程	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 度	 
	 

１級	 

	 商	 業	 簿	 記	 
	 工	 業	 簿	 記	 
	 原	 価	 計	 算	 
	 会	 	 計	 	 学	 

	 大学程度の商業簿記・工業簿記・原価計算並びに	 
	 会計学を修得し、財務諸表規則その他企業会計に	 
	 関する法規を理解している。	 
	 
	 	 	 （大企業経営向、会計指導者向）	 
	 

前半、後半各１時間３０分	 休憩あり	 

	 	 制限時間	 

	 ３時間	 

	 	 
	 	 
	 	 	 

２級	 

	 商	 業	 簿	 記	 
	 工	 業	 簿	 記	 

	 高卒程度の商業簿記及び工業簿記（初歩的な原価	 
	 計算を含む）を修得している。	 
	 	 	 （中企業経営向、会計主任級向）	 
	 	 	 	 	 	 ５	 題	 以	 内	 

	 	 制限時間	 

	 ２時間	 

	 	 
	 	 
	 	 	 

３級	 

	 商	 業	 簿	 記	 	 基礎的な商業簿記原理及び記帳、決算等に関する	 
	 初歩的実務を理解している。	 
	 	 	 （小企業経営向、一般記帳係向）	 
	 	 	 	 	 	 ５	 題	 以	 内	 

	 	 制限時間	 

	 ２時間	 

	 	 
	 	 
	 	 	 

４級	 

	 商	 業	 簿	 記	 	 初歩的な商業簿記を理解している。	 
	 
	 	 	 （商業簿記入門者向）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５	 題	 以	 内	 

	 	 制限時間	 	 	 
	 	 １時間30分	 
	 	 

	 
	 
①合格基準	 各級とも満点を１００点とし、得点７０点以上をもって合格とする。	 

但し、１級に限り１科目毎の得点が４０％に満たない場合は不合格と	 
します。	 

	 
②合格発表	 団体受験者は各団体で、個人受験者については、鳥栖商工会議所前の	 

掲示板にて発表します。	 
	 

	 	 ※尚、１級受験者は中央審査のため標記発表日に郵送にて合否のご連絡致します。	 
	 
	 ③合格証書	 合格証書は、全国共通の合格証を授与します。	 

尚、合格証書の交付は、合格発表日(金)の翌週より鳥栖商工会議所	 
１階受付にて交付します。平日の９時～17時15分まで	 
但し、都合により若干遅れることがありますので、掲示板で確認して	 
下さい。	 

	 
	 ④受験上の注意	 
	 
	 	 ⅰ受験者は受験票、身分証明書（顔写真の確認できるもの）、筆記用具（HBまたは	 
	 	 	 Ｂの黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴムのみ）、そろばん等（電卓計算機使用	 
	 	 	 も可。但し、音のないもの）を持参する。	 
	 
	 	 ⅱ受験者は試験場において試験委員の指示に従って下さい。	 
	 
	 ⑤その他	 	 
	 
	 	 １級合格者には、税理士試験の受験資格が認められます。	 


